
＊厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策目標を設定して、政策を実施しています。

目標１

（課題１）

目標2

（課題2）

基準年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

70% 70% 70% 70% 70%

62.9% 64.7% 70.1%

集計中
（令和６年
12月頃公
表予定）

1,980人 1,980人 1,980人 1,980人 1,980人

1,133人 1,131人 1,076人

集計中
（令和６年
12月頃公
表予定）

施策の概要

本施策は、障害者の社会的自立を促進するため、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）や障害者基本計画（令和５年3月閣議決定）等に基づき、障害者に対する職業訓練を実施する。また、訓練受講期間中に支給する訓練手当の都道府県における費用負
担に対する支援を行う。

【障害者職業能力開発校について】
○　一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対して、その障害の態様に配慮した職業訓練を実施している。国立機構営校、国立県営校、県立県営校の３種類がある。
・　国立機構営校（２校）： 国が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校。先導的な職業訓練実施の成果をもとに、職業訓練内容、指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に提供することにより、障害者職業訓
練全体のレベルアップに貢献。
・　国立県営校（１１校）：国が設置し、都道府県に運営を委託。
・　県立県営校（６校）：府県が設置・運営。

【障害者の多様なニーズに対応した委託訓練について】
○　ハローワーク求職障害者の就職を実現する等のため、国と都道府県とが委託契約を結び都道府県が事業の実施主体となって、企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓
練を実施することにより、障害者の職業能力の開発・向上を図っている。また、障害者職業能力開発校だけではなく、一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるため、精神保健福祉士等の専門家の配置等により一般の公共職業能力開発校
における精神障害者等の受入れ体制等の強化を図っている。

施策を取り巻く現状

令和５年３月に、令和５年度から令和９年度までを計画期間とする第５次障害者基本計画が閣議決定され、障害者の障害特性やニーズ等に応じた職業訓練の実施が求められている。
また、ハローワークにおける障害者の新規求職申込件数が増加傾向にあるところ、 特に精神障害者、発達障害者等の同件数が伸びており、約半数が精神障害者等となっている。令和４年度の障害者の新規求職申込件数は約23万件、うち精神障害者等からの申
し込みは約14万件であった。
令和４年度の訓練受講生における障害種別の割合としては精神、発達障害者が増加傾向にあり、受講者の約半数以上が精神、発達障害者となっている。また、年齢別の割合としては30代以下が半数以上と多くを占めている。

令和６年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策目標名（政策体系上の位置付け）

障害者等の職業能力開発を推進すること（施策目標Ⅵ-2-2）
　基本目標Ⅵ　労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような
                      環境整備をすること
　　施策大目標２　個々の特性やニーズに応じた職業能力開発を推進すること

担当
部局名

人材開発統括官　特別支援室 作成責任者名 特別支援室長　稲田　剛

施策実現のための課題

1 一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対する職業訓練機会の提供が課題である。

2
精神障害者や発達障害者の求職者が増加するなど求職障害者の多様化が進み、多様な職業訓練ニーズが存在している。障害者の障害特性を踏まえつつニーズに応じたきめ細かな職業訓練の提供が課題である。
また、一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるための環境整備が課題である。

各課題に対応した達成目標

達成目標/課題との対応関係 達成目標の設定理由

障害者職業能力開発校における効果的な職業訓練の推進
一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対する職業訓練機会を提供するためには、障害者の障害特性に
適応した職業訓練を実施することが必要であるため。

民間の多様な機関等を活用した効果的な障害者委託訓練の推進
一般の公共職業能力開発校における精神障害者等の受入体制等の強化

障害者の障害特性を踏まえつつニーズに応じたきめ細かな職業訓練を提供するためには、障害者職業能力開発校の活用はもちろんのこと、民
間の多様な機関等を効果的に活用して多様な職業訓練を実施することが必要であるため。

達成目標１について

測定指標（アウトカム、アウトプット）
※数字に○を付した指標は主要な指標

基準値 目標値

年度ごとの目標値（参考値）

測定指標の選定理由 目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

目標年度

1
障害者職業能力開発校の修了者に
おける就職率（アウトカム）

62.9% 令和２年度 70% 令和９年度

職業能力開発促進法、障害者基本計画等に基づき、障害者職業能力
開発校において、一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受
けることが困難な障害者に対してその特性に応じた職業訓練を実施し
ているため、その修了者の就職率を測定指標として設定。

（参考１）令和４年度実績値70.1％は分母：令和４年度の障害者職業能
力開発校の修了者数等（1,098人）、分子：令和４年度の同修了者数等
のうち就職者数（770人）から算出したもの。
（参考２）障害種別毎の就職率は令和４年度実績で身体：67.3％、知的：
78.6％、精神：63.1％、その他障害：74.4％（うち発達：73.7％）となってい
る。

（出典）定例業務統計報告

目標値（水準・目標年度）については、過去の実績を踏まえつつ障害者
基本計画において、就職率を70%とする目標が定められていることを踏
まえ設定。

2
障害者職業能力開発校における訓
練受講者数（アウトプット）

－ － 1,980人 令和６年度

「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、障害者職業能
力開発校における離職者訓練対象者数が定められていることから、同
対象者を測定指標として設定。

（出典）定例業務統計報告

「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、計画期間中
に実施する障害者等に対する公共職業訓練の対象者数は、2,930人で
あるところ、そのうち、障害者職業能力開発校における離職者訓練対
象者数は1,980人であることを踏まえ設定。

（厚生労働省６（Ⅵ－２－２））



令和４年度 令和５年度

予算額 予算額

執行額 執行額

2,959百万円 2,952百万円

2,955百万円 2,881百万円

1,097百万円 1,079百万円

811百万円 781百万円

868百万円 863百万円

868百万円 863百万円

基準年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

55% 55% 55% 55% 55%

48.5% 50.8% 49.1%

集計中
（令和６年
12月頃公
表予定）

3,700人 3,650人 3,500人 3,080人 3,080人

2,320人 2,556人 2,556人

集計中
（令和６年
12月頃公
表予定）

－ － － － 700人

690人 689人 793人

集計中
（令和６年
12月頃公
表予定）

令和４年度 令和５年度

予算額 予算額

執行額 執行額

1,097百万円 1,079百万円

811百万円 781百万円

1,634百万円 1,579百万円

1,508百万円 1,440百万円

868百万円 863百万円

868百万円 863百万円

（1）
障害者職業能力開発校運営委託費
（昭和22年度）

2,974百万円 1,2

一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促
進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の公共職業能力
開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対
応した訓練上特別な支援を要する障害者に重点を置きつつ、障害特性に応じた職業訓練を実施することで、職業能力の向上を図り、就労を支援する。

 002451

達成手段１
令和６年度

予算額
関連する
指標番号

達成手段の概要、施策目標達成への寄与の内容等 令和６年度行政事業レビュー事業番号

（3）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構障害者職業能力開発勘定運
営費交付金
（平成23年度）

863百万円 1,2,5

一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促
進法第１６条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、中央及び吉備高原障害者職業能力開発校の運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に
委託している。同校においては精神障害者や発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れており、先導的な職業訓練の結果をもと
に、これらの特別な支援を要する障害者の訓練技法等を取りまとめ、他の障害者職業能力開発校等に提供することで障害者の職業能力の向上を図る。
中央及び吉備高原障害者職業能力開発校を設置し、精神障害者、発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ先導的な職業訓練
を実施するとともに、その成果をもととした指導技法等を関係機関に普及することで障害者の職業能力開発を図り、就労を支援する。

 002650

（2）
職業転換訓練費負担金
（昭和41年度）

1,061百万円 1,2,3,4
障害者、母子家庭の母等の就職困難者が公共職業訓練を受講する間の生活の安定を図り訓練受講を容易にするため、都道府県が訓練手当を支給し、その要する費
用のうち１／２を国が負担する。就職困難者の公共職業訓練の受講の促進を図り、就労を支援する。

 002577

達成目標２について

測定指標（アウトカム、アウトプット）
※数字に○を付した指標は主要な指標

基準値 目標値

年度ごとの目標値（参考値）

測定指標の選定理由 目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

目標年度

3
障害者委託訓練修了者における就
職率（アウトカム）

48.5% 令和２年度 55% 令和９年度

職業能力開発促進法、障害者基本計画等に基づき、障害者が居住す
る身近な地域で障害の態様や企業ニーズに対応した様々な職業訓練
を提供するため、企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関
等を活用した障害者委託訓練を実施していることから、その修了者の
就職率を測定指標として設定。

（参考１）令和４年度実績値49.1％は分母：令和４年度の障害者委託訓
練の修了者数等（2,322人）、分子：令和４年度の同修了者数等のうち就
職者数（1,140人）から算出したもの。
（参考２）障害種別毎の就職率は令和４年度実績で身体：35.6％、知的：
61.3％、精神：48.5％、発達：49.7％、その他障害：38.5％となっている。

（出典）定例業務統計報告

目標値（水準・目標年度）については、過去の実績を踏まえつつ障害者
基本計画において、就職率を55%とする目標が定められていることを踏
まえ設定。

4
障害者委託訓練の受講者数（アウト
プット）

－ － 3,080人 令和６年度

「令和５年度における全国職業訓練実施計画」において、委託訓練とし
て実施する離職者訓練の対象者数が定められていることから、同対象
者数を測定指標として設定。

（出典）定例業務統計報告

「令和５年度における全国職業訓練実施計画」においては、近年の実
績を踏まえ、障害者委託訓練の離職者訓練対象者数について、前年
度から420人減の3,080人としていることから、目標値についても同対象
者数を指標として設定している。

5
一般の公共職業能力開発校におけ
る訓練受講者数（アウトプット）

－ － 700人 令和６年度

一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるた
め、精神保健福祉士等の専門家の配置等により一般の公共職業能力
開発校における精神障害者等の受入体制の強化を実施していることか
ら、その受講者数を測定指標として設定。

目標設定にあたり、過去３年の実績を踏まえ設定。

達成手段２
令和６年度

予算額
関連する
指標番号

達成手段の概要、施策目標達成への寄与の内容等 令和６年度行政事業レビュー事業番号

（4）
職業転換訓練費負担金
（昭和41年度）【再掲】

1,061百万円 1,2,3,4
障害者、母子家庭の母等の就職困難者が公共職業訓練を受講する間の生活の安定を図り訓練受講を容易にするため、都道府県が訓練手当を支給し、その要する費
用のうち１／２を国が負担する。就職困難者の公共職業訓練の受講の促進を図り、就労を支援する。

（6）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構障害者職業能力開発勘定運
営費交付金
（平成23年度）【再掲】

863百万円 1,2,5

一般の公共職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促
進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、中央及び吉備高原障害者職業能力開発校の運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に
委託している。同校においては精神障害者や発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れており、先導的な職業訓練の結果をもと
に、これらの特別な支援を要する障害者の訓練技法等を取りまとめ、他の障害者職業能力開発校等に提供することで障害者の職業能力の向上を図る。
中央及び吉備高原障害者職業能力開発校を設置し、精神障害者、発達障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ先導的な職業訓練
を実施するとともに、その成果をもととした指導技法等を関係機関に普及することで障害者の職業能力開発を図り、就労を支援する。

 002650

 002577

（5）
障害者の多様なニーズに対応した委託
訓練の実施
（平成16年度）

1,596百万円 3,4,5

企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等多様な委託訓練先を活用し、個々の障害者及び企業の人材ニーズに対応した職業訓練のコーディネートを行
い、企業の人材ニーズに対応した就職促進及び就職後の雇用継続に資する訓練を機動的に実施する。
多様な機関を活用して、知識・技能習得訓練コースや実戦能力習得訓練コース等の個々の障害者及び企業の人材ニーズに対応した職業訓練を実施することで、職業
能力の向上を図り、就労を支援する。
また、一般の公共職業能力開発校においても精神障害者等を受け入れるため、精神保健福祉士等の専門家の配置等により一般の公共職業能力開発校における精
神障害者等の受入れ体制等の強化を図っている。

 002649



施策に関係する内閣の重要施策
（施政方針演説等のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

障害者基本計画 令和5年3月閣議決定

【障害者基本計画】
９．雇用・就業、経済的自立の支援
　障害者職業能力開発校における受講については、障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓
練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設に
おいては、障害者向けの職業訓練を円滑に実施できるよう体制を整備するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活
用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。

施策の予算額（千円）
令和４年度 令和５年度 令和６年度

政策評価実施予定
時期

令和７年度6,558,211 6,473,088 6,494,188

施策の執行額（千円） 6,143,179 5,966,058


